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Ⅰ 序 論

　多くの法治国家と同様，日本においても性表現
物の法規制がなされている。ここでいう性表現物
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空想的表現物の規制手段に関する小論
―いわゆるポルノ漫画の規制方法を中心に―

海 老 澤 　侑＊

要 旨

　我が国には，性的内容を表記したものを規制する規定がいくつか存在する。その対象も，小説には
じまり，電磁的記録媒体といった現代技術により生まれた記録媒体を含んでいるところ，漫画表現に
関しては，我が国特有の議論状況が生じている。
　法律レベルでは，性表現規制の母法ともいえる刑法175条が想定されるところ，漫画に関しては，そ
の適用は控えられている状況にある。また，いわゆる児童ポルノ法は，現在まで漫画表現を規制対象
に含めていないが，立法時，また改正作業時にこれを含めるべきか否かについて激しい議論が生じて
いた。さらに，販売規制に目を向けると，風俗営業取締法による風俗営業の登録及び法律に反する営
業を行った場合の営業停止措置が，ここでの検討対象となる。
　規制のレベルは法律にとどまらない。いわゆる地方自治体の青少年健全育成条例による不健全図書
類の指定が，漫画規制の題材になる。その中でも平成23年 7月 1日に施行された「東京都青少年の健
全な育成に関する条例」は，条文に漫画，アニメ表現が含まれたこともあり，世論の大きな関心を集
めた。東京には出版関係の会社が数多く存在しており，過度な表現規制の恐れから批判の声が数多く
上がったわけである。本稿は，数多くの批判を受けた中で漫画表現の規制に大きく舵を切った理由を，
議論状況も参照しながら見ていく。
　また，規制の態様は，国，自治体のみの専権事項ではない。性表現の場合，作成者，出版社による
自主規制が度々取られており，そのような活動が一定の理解を得ていたことも事実である。自主規制
は，作成者，出版社側の営為であるが，他方で摘発側（多くは警察）との共同作業の面も有している。
この共同作業が，現在の性風俗の基準を作り出していることは否めない。
　このように，性的内容が加味された漫画表現は，種々の規制ごとに，主体，客体，行為内容，罰則
が異なっている。本稿は，このように複雑に絡み合った規制体系を確認すると同時に，現在の漫画表
現の規制は妥当なものといえるのか，検討するものである。
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とは，現実の人間の被写体が掲載された作品から，
小説やイラストの形で書（描）かれた作品を含ん
でいる。通常，被写体が現存する場合には，当人
の承諾なく撮影，作成されたことを理由に，その
作品の流通停止の措置や，場合によっては裁判の
場で流通の停止，頒布等の処罰を求めることもあ
る。だが，小説，イラスト表現の場合は，同じよ
うに解決することは困難である。これは，直接の
被害者が存在しないことから生じる問題と見るこ
とができる。本稿は，この後者の場合，とりわけ
漫画1）表現を検討の対象としていく。
　一方で，規制の手段は様々であり，表現物それ
自体を規制する場合もあれば，流通手段に制限を
かける場合もある。そして，それら法規制に違反
したものに対する制裁も種々存在する。この点，
我が国における現在の一般的な理解としては，表
現内容を法規制の根拠とする場合には，憲法21条
「表現の自由」等との関係から憲法問題に発展する
可能性がある一方で，販売，展示等の流通手段に
法規制の根拠を求める場合には，成人がそれら表
現物に触れる機会が残されているとして，許され
た法規制だと考えているように思われる。
　だが，ここで注意すべきなのは，性表現物の「規
制」それ自体にも，日本では様々な取り組みがな
されているということである。
　まず，性表現規制の母法ともいえる刑法175条が
挙げられる。本条文は，現行刑法制定時から存在
しており，これまでも本条文をもとに学説，裁判
の場面で数多くの議論が生まれていた。その他に，
特別法として，児童ポルノ法，リベンジポルノ規
制法等も，法律による性表現規制の一つと捉える
ことができる。これらの法律は，表現内容を下に
流通自体を制限している点に，以下で紹介する規
制手段とは異なる特徴があるともいえる。加えて，
国家間の一応の共通認識を定めた条約の影響にも
目を向ける必要があるだろう。「Ⅱ」では，特に法
律レベルでの議論状況を確認しつつ，我が国の条
約への対応についても目を向けていきたい。

　他方で，地方自治体の条例レベルでの規制手段
も存在する。条例全てを紹介，検討することは難
しいが，本稿では，近年特に議論の対象とされて
いた東京都青少年健全育成条例による有害図書規
制を中心に見ていきたい。何故なら，平成23年 7

月 1日に施行された改正「東京都青少年の健全な
育成に関する条例」は，その立法作業の段階から
数多くの論争を巻き起こしており，その他の自治
体の議論以上に，数多くの論点を提示しているか
らである。本条例にはとりわけ，条例が指定する
不健全図書類の指定対象に，多くの読者が想定さ
れる漫画をはじめとした空想的表現物が含まれて
いた。そのため，過剰な規制を促す恐れから，数
多くの批判の声を生み出すことにもなったわけで
ある。本稿の「Ⅲ」がとりわけ性的な内容が含ま
れる漫画の規制を検討対象とするのも，本条例の
議論によるところが大きい。
　ここまでは，法律，条例といった明文の規制根
拠がある場合であったが，とりわけ性表現にあた
っては，いわゆる自主規制も注目すべき検討対象
に含まれる。これは，明文の規制根拠が基本的に
存在せず，例えば出版業界における不文のルール
で成り立っているものである。これまで法学上の
議論ではあまり紹介されることのなかった部分で
あるが，判例は，自主規制の一つであるモザイク
の度合いを性風俗侵害の判断要素にしていること
から，自主規制が現状どこまでなされているのか
について紹介する価値はあると思われる。そこで
本稿では「Ⅳ」において，業界団体の自主規制の
現況についても紹介していきたい。
　そして最後に「Ⅴ」で，これまでの規制内容を
基に現状の対応の妥当性について検討していく。

Ⅱ 規制手段―法律，条約

　現在，性表現物を規制する法律として，刑法175

条わいせつ物等頒布等罪，児童買春，児童ポルノ
に係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法
律（以下，児童ポルノ法） 7条各項，風俗営業等
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の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下，
風俗営業取締法）による種々の規制（例えば，31

条の 8第 5項，31条の 9第 2項）等が挙げられる
が，その意味するもの，内容，規制手段は様々で
ある。例えば，刑法175条は，単なる性表現物では
なく，わいせつ（徒に性欲を興奮又は刺戟せしめ，
且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し，善良な性
的道義観念に反するもの2））に該当するもののみ
を規制の客体とした上で，その頒布等をした場合
のみを規制している。他方で，児童ポルノ法は，
2条 3項各号において児童ポルノを規定した上で，
その単純所持も含めた幅広い規制を行っている。
また，児童ポルノ法で注目すべき点として，非実
在児童のポルノグラフィについては現在まで禁止
の対象とされていない事実が，立法府において明
確に示されていることが挙げられる3）。本章では，
漫画表現について，法律レベルではどのような規
制がなされているのか紹介していきたい。

1．刑法175条に基づく規制
　刑法175条は，わいせつな内容を含んだものを規
制の対象としているが，その意味する対象，表現
媒体は一定程度明確化されている。すなわち，「文
書，図画，電磁的記録に係る記録媒体その他の物」
がこれであり，本稿の対象である「漫画」は，「図
画」，「電磁的記録」等に含められる。漫画を含め
た絵画表現の規制は，刑法上も可能であることか
ら，次に漫画のわいせつ性が問われることになる4）。
この点で参考となるのが，次に紹介する松文館事
件であり，現在までのところ，ポルノ漫画表現に
ついて最高裁まで争われた唯一の事例である。
⑴ 松文館事件―事実と判旨
　平成14年 4月，松文館の代表取締役である被告
人は，男女の性交場面などを露骨に描写したいわ
ゆる成人向け漫画「蜜室」を 2万冊発刊し，全国
で販売した。本事案は，漫画表現のわいせつ性が
初めて争われたものであった。
　なお，本事案では，同年10月に漫画編集者と著

者である漫画家も逮捕されていたところ，この二
人には罰金50万円の略式命令が下されており，代
表取締役のみが裁判の場で争うことになった5）。
　一審の東京地裁（東京地判平成16年 1月13日判
時1853号151頁6））は，当該漫画がわいせつ物にあ
たるかについて，検討を重ねた後，そのわいせつ
性を認め，被告人に懲役 1年，執行猶予 3年の判
決を言い渡した。

　「漫画を構成する絵は，写真や映像とは異な
り，手描きの線や点などで描かれるため，現実
世界の事物が，絵の中では程度の差こそあれデ
フォルメされることになり，そのやり方次第で
は，性的刺激を緩和することも可能ではある」。
　「しかし反面，漫画という手法は，写真と同様
に，性交，性戯場面をあり姿のまま表現し，読
者の視覚に直接訴えることができるという点に
おいて，文字情報のみにとどまる文書と比べる
と，読者に与える性的刺激の程度をより強くす
ることも可能な描写手法であるといえる」。
　「このような観点から本件漫画本をみると，登
場人物の顔や着衣については，漫画特有のデフ
ォルメが施されているが，その程度は，弁護人
らが提出した漫画本等と比較しても，弱いもの
であり，顔以外の身体については，現実に近い
形態や比率で描かれていると認められる。また，
性器は，他の部位に比して大きく描かれ，その
状態も，かなり誇張して描かれてはいるものの，
本件漫画本の作者……が，モデルとしたものは
ないが，リアルでいやらしく描写することを心
掛けたと述べるように，性器の形態や結合・接
触状態の描写は，決して実物とかけ離れている
ようなものではなく，むしろ人の情緒や官能に
訴え，想像力をかき立てて，実際の男女の性交，
性戯場面を彷彿とさせるのに十分な迫真性や
生々しさを備えているものと認められる。現に，
本件漫画本は，多数の読者が購入する結果とな
っており，そのこと自体，本件漫画本の性的刺
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激の強さを示すものといえるのである」。
　「また，本件漫画本には，一応，性器部分に網
掛けしたり，白抜きにしたりすることでその部
分の描写を隠すいわゆる『消し』と呼ばれる修
正が施されている。すなわち，巻頭のカラー部
分には，白抜きによる修正が，白黒の部分にも，
出版業界でいう40パーセントの網掛けによる修
正がそれぞれ施されている」。
　「しかし，白抜きによる修正は，その程度が弱
いため，当該部分に描かれた性器の形状をおお
むね把握することができる。また，網掛けによ
る修正も，性器の中心部のごく限られた範囲に
施されているのみで，しかも，網掛けが非常に
薄く，ほとんど透けて見えるため，当該部分に
描かれた性器の形状がほぼ完全に把握できるよ
うになっている。そのため，本件漫画本では，
これらの修正を施したことによる性的刺激の緩
和はほとんど認められないのである」。
　「本件漫画本には，政治的言論はもとより，芸
術的・思想的価値のある意思の表明という要素
はほとんど存在せず，本件漫画本は，その芸術
性や思想性等によって性的刺激を緩和する要素
を含むものではないというべきである」。
　「本件漫画本は，正に，専ら読者の好色的興味
に訴えるものと認められるのである」。

　一審の判決に対して，被告人側が控訴したとこ
ろ，東京高裁（東京高判平成17年 6月16日 LEX/

DB 281352407））は，一審判決を破棄し，被告人に
罰金150万円を言い渡した。
　本件漫画本のわいせつ性については，次の通り
判示している。

　「確かに，同じように性器や性交場面を表現す
る場合，写真のような実写表現物による表現と
漫画による表現を比べると，一般的には，実写
表現物の方が性的刺激の度合いの強いことが多
い」。

　「漫画を構成する絵は，実写表現物とは異な
り，手書きの線や点などで描かれるため，現実
世界の事物が絵の中では程度の差こそあれデフ
ォルメされることになり，描き方によっては，
性的刺激を綾和することが可能である」。
　しかしながら，「本件漫画本においては，性器
部分が人体の他の部分に比して誇張され，かつ，
細かい線画によって細密に描かれることによっ
て，性器の形態や結合・接触状態の描写がはな
はだ生々しいものとなり，読者の情緒や官能に
訴え，想像力をかきたてるものとなっている」。
　「本件漫画本の構成や物語の内容・展開等から
すれば，平均的読者が本件漫画本から一定の思
想や意識を読み取ることは著しく困難であり，
本件漫画本には芸術的・思想的価値のある意思
の表明という要素はほとんど存しないから，本
件漫画本がその作品性，思想性，芸術性により
性的刺激の度合いが緩和されているとは認めら
れない」。
　「以上のとおりで，本件漫画本は，もっぱら読
者の好色的興味に訴えるものであり，今日の健
全な社会通念に照らし，いたずらに性欲を興奮
又は刺激させ，かつ，普通人の正常な性的羞恥
心を害し，善良な性的道義観念に反するもので
あると認められるから，刑法175条のわいせつ物
に該当するものと認められる」。

　一審，二審ともに本件漫画のわいせつ性は認め
つつも，わいせつ性の程度について量刑面で判断
が分かれている。一審は，文字情報との比較から
本件漫画本の写実性，読者への影響力を論じてい
るが，二審は，実写表現物と比較し多少デフォル
メされた点から性的刺激の緩和を導き出している。
もっとも，両判決ともに，本件漫画は，描写自体
から読者に「もっぱら読者の好色的興味に訴える
ものであり，今日の健全な社会通念に照らし，い
たずらに性欲を興奮又は刺激させ，かつ，普通人
の正常な性的羞恥心を害し，善良な性的道義観念
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に反するもの」とされることから，本件漫画のわ
いせつ性を認定している。
⑵ 漫画表現は刑法175条の客体となり得るのか
　これまでの判例においては，「文書」のわいせつ
性から，「絵画」，「映像」を通じて「電磁的記録」
のわいせつ性まで判断の対象とし，そしてこれら
のわいせつ性を認める判断を下してきたが，その
中で漫画表現は，少々微妙な地位を占めている。
後述する通り，性的内容を含む漫画表現は，戦後
の早い時期から登場しており，同時期に一定の法
規制を求める声も多かったことが明らかとなって
いる。しかし，本事例が登場するまでは，ポルノ
漫画の刑法175条該当性について争われた事件は見
当たらず，もっぱら，条例による有害図書指定で
解決されてきていた。その中で本事例は，わいせ
つ性を，漫画という特有の表現技法に目を向けた
上で認定している。すなわち，第一に，漫画表現
は，手描きの線や点などで描かれ，デフォルメさ
れることになり，そのやり方によっては，性的刺
激を緩和する表現だと見ていること，第二に，文
字情報のみにとどまる文書と比べ，性的刺激の程
度をより強くすることも可能な描写手法だとも評
価していることである。この 2つの認定から，裁
判所は，漫画表現を，（実写の）映像表現と文字媒
体との中間に位置する表現技法と見ていることが
わかる。それでは，この「中間に位置する表現技
法」は，一体どのような効果を与えることになる
のだろうか。
　そもそも刑法175条は，その客体を有体物か電磁
的記録としている。だが，その中でも，特に「文
書」，「図画」を取り締りの対象に含めてきたこと
は，条文の構造からも明らかであろう。そして我々
が刑法175条を検討する際に，必ずといってよいほ
ど参照されるチャタレー事件最高裁判決（最大判
昭和32年 3月13日刑集11巻 3号997頁），悪徳の栄
え最高裁判決（最大判昭和44年10月15日刑集23巻
10号1239頁）で問題となった客体は，ともに「文
書」であった。

　しかし，令和の時代に入り，文書表現が刑法175

条の規制対象となった事件は見当たらず，「現在
は，実際の女性の実写や現実の性行為を掲載する
写真雑誌やビデオなどが刑法175条の主たる適用対
象となっている8）」といわれている9）。判例上，わ
いせつ性の判断が変化され得ることは認められて
おり，規制客体の変遷は，実写表現に移ってきた
といえよう。そのような中で，本事案は，イラス
ト表現といった実写表現とは異なる表現媒体を問
題としており，規制範囲の拡大を促すものとなっ
ている。
　もっとも，東京地裁も，漫画表現のみをもって
わいせつ性を認めているわけではない。「漫画を構
成する絵は，写真や映像とは異なり，手描きの線
や点などで描かれるため，現実世界の事物が，絵
の中では程度の差こそあれデフォルメされること
になり，そのやり方次第では，性的刺激を緩和す
ることも可能ではある」と判示していることから
もわかる通り，イラスト表現特有の事情を認めつ
つ，その中でも「顔以外の身体については，現実
に近い形態や比率で描かれていると認められ」，「性
器の形態や結合・接触状態の描写は，決して実物
とかけ離れているようなものではなく，むしろ人
の情緒や官能に訴え，想像力をかき立てて，実際
の男女の性交，性戯場面を彷彿とさせるのに十分
な迫真性や生々しさを備えているものと認められ
る」ことから，現実的な表現に近いものである場
合には，対象のわいせつ性を積極的に認める根拠
になると判断している。
　この点について，原田伸一朗による漫画表現の
「リアリティ，ヴァーチャリティ」をキーワードに
した見解が注目される。原田は，「マンガは，実写
表現とは異なり，架空の（その意味でヴァーチャ
ルな）創作表現であるにもかかわらず，実写と並
び，時にはそれを超える迫真性（リアリティ）を
持つ特異なメディアである10）」と，漫画表現の特
殊性に目を向けつつ，（わいせつとされる）漫画表
現の規制指針を明らかにする。すなわち，「ヴァー
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チャルな表現物が規制されるのは，何らかの意味
で（例えば表現の迫真性において）リアルと認め
られる点（言わばリアルの残滓）があるからでは
ないかと考え，完全にヴァーチャルであって，リ
アル /ヴァーチャルという境界を侵していない限
り，ヴァーチャリティそのものを規制することは
できないのではないか」。「法が規制すべきなのは
ヴァーチャリティそのものではなく（ヴァーチャ
ルにとどまっている限りは，法益侵害の結果も危
険も現実化していないため），リアルとヴァーチャ
ルを混線させるという志向性，それに基づく境界
侵犯・撹乱行為（ここに至って，法益侵害の危険
が現実化したと評価する）こそを警戒すべき」と
考えている11）。以上の理解の下，漫画表現の規制
可能性を論じていくのであるが，興味深いのは，
漫画表現を「CG・劇画」と「マンガ」に区別した
上で論じていることである。
　原田は，リアル /ヴァーチャルの対立軸を 3つ
の次元，すなわち「素材」，「表現」，「効果」の次
元にそれぞれ設定している。「CG・劇画」をこの
次元に当てはめると，素材はヴァーチャルなもの
といえる一方で，表現方法，効果についてはリア
ル性を認めており，そして「マンガ」だと素材，
表現はヴァーチャルと判断し，効果のみをリアル
と評価している。そして，表現効果のリアル性に
刑法175条の処罰可能性を見い出すことになる結
果，この「CG・劇画」にわいせつ物の客体となる
可能性を見い出している12）。一般に，「CG・劇画」
は，その描写，内容ともに，現実に存在する身体
を表しやすく，そのリアルさの追求が求められて
いる表現媒体だといえよう。松文館事件にて問題
とされた漫画も劇画と評されるものである。もち
ろん，「CG・劇画」か「マンガ」かというのは，最
終的には程度概念に帰着せざるを得ないが，刑法
175条の対象に漫画表現が，とりわけ「CG・劇画」
が含まれ得ることとなる13）。
　「CG・劇画」が刑法175条の対象となり得る一方
で，「マンガ」は何ら規制の対象とはなり得ないの

か。現実はそのような結論に至っておらず，規制
者側は，その他の規制手段を用いて性表現を含む
「マンガ」表現の拡大防止を図っている。他方で，
法解釈上，実在する者を描写した表現物に限定す
る方向で規制を図る法律もある。次に，その法律
の議論，とりわけ「非実在児童」を描いた表現物
についての処罰可能性の可否が争われた，児童ポ
ルノ法の改正議論を確認していくこととしたい。

2．児童ポルノ法
⑴ 「絵」は児童ポルノにあたるのか
　児童の性的搾取及び性的虐待からの権利保護を
目的とした児童ポルノ法は，その中でも児童買春，
児童ポルノについて一定の法規制を行っている。
本稿では，「児童ポルノ」に漫画表現が含まれるの
かが問題となるが，現在までの所，含まれない旨
の対応が取られている。児童に対する性的搾取，
性的虐待が描かれた表現は，広い意味で性表現の
ジャンルに含まれる。それでは，何故現在まで漫
画表現を「児童ポルノ」に含めていないのか。
　本法の法案段階（平成10年段階）では，児童ポ
ルノの媒体の中には「絵」が含まれていた14）。だ
が，その後の議論で削除され，以来本法の児童ポ
ルノには，漫画表現を含む絵は対象となっていな
いと解釈されている15）。児童ポルノ規制にあたっ
ての保護法益については争いが見られるところ，
共通認識としてあるのは，被写体となった実在児
童の保護である16）。その上で，（被害を受けていな
い）児童一般の保護まで広く対象とすべきかで争
われているわけであるが，立法作業の段階でわざ
わざ「絵」を削除した点も加味すると，やはり漫
画表現は対象からは外れていたと解するのが素直
な考えであると思われる17）。この点は判例18）でも
認められていたところであるが，平成26年改正作
業時にも，「絵」を条文に含めるべきか議論が生じ
ていた。
　平成25年 5月に改正の土台として提出された，
自民・公明・維新の共同提出による改正案の附則
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には，元々児童の性的な内容が描かれた漫画，ア
ニメ表現について調査研究し，その調査結果を基
に必要な措置を講じる旨の記載がなされていた。
この内容が表現規制につながる恐れがあるといっ
た批判が多く出され，最終的にこの附則は削除さ
れた形で改正案が提出，成立されたわけである。
　このように我が国で考えられる児童ポルノは，
実在の人物が映写されている場合に限定されてい
るのであるが，これはそもそも，児童ポルノ法の
規制手段に遠因があると思われる。児童ポルノ法
は，主に児童ポルノの提供，提供目的の保管，製
造・所持等，そして単純所持が規制対象となって
いる。実在児童が被写体となっている場合，通常
撮影行為時に性的加害行為が加えられた上で児童
ポルノが作成され，当該映像物が広く拡散するこ
とにより，当該被写体の権利（人権）が害される
ことは，理解し易い。だが，非実在の児童が被写
体となっている作品になると事情は大きく異なる。
仮に「児童ポルノ漫画」を規制するにしても，作
品内に被害児童が存在しないため，被害の認定に
無理が生じるとともに，そもそも直接的な被害は
生じていないのである19）。

　以上の通り，非実在の児童が被写体となった作
品は，本法の規制対象には含まれないと解される
ところ，近時その表現の限界を争う事例が現れた。
いわゆる，CG児童ポルノ事件である。
⑵ CG児童ポルノ事件
　本事案は，被告人が不特定又は多数の者に提供
する目的で，昭和57年から59年にかけて撮影され
た衣服を着けていない実在の児童の姿態が撮影さ
れた写真の画像データを素材として，画像編集ソ
フト等を用いて描写したCGを作成し，このCG集
をインターネットを通じて不特定又は多数の者に
販売したというものである。なお，本事案の争点
は複数にわたるところ，CGデータという一見す
るところ非実在の児童を描写したもののデータが，
実在の児童を描写したものに対象を限定している

児童ポルノ法に該当するのかについて争われた部
分のみ参照していきたい。
　一審は，大要次の通り判示した（東京地判平成
28年 3月15日刑集74巻 1号158頁20））。

　児童ポルノ法の「目的や趣旨に照らせば，『適
用に当たっては，国民の権利を不当に侵害しな
いように留意しなければならない』（同法 3条）
ものの，同法 2条 3項各号のいずれかに掲げる
児童の姿態を視覚により認識することができる
方法により描写したと認められる物については，
CGの画像データに係る記録媒体であっても同
法 2条 3項にいう『児童ポルノ』に当たり得，
また，同画像データは同法 7条 4項後段の『電
磁的記録』に当たり得るというべきである（な
お，実在の児童を描写した絵であっても，同法
2条 3項柱書の『その他の物』として児童ポル
ノに当たり得るというべきである。）。そして，
このような児童ポルノ法の目的や同法 7条の趣
旨に照らせば，同法 2条 3項柱書及び同法 7条
の『児童の姿態』とは実在の児童の姿態をいい，
実在しない児童の姿態は含まないものと解すべ
きであるが，被写体の全体的な構図，CGの作
成経緯や動機，作成方法等を踏まえつつ，特に，
被写体の顔立ちや，性器等（性器，肛門又は乳
首），胸部又は臀部といった児童の権利擁護の観
点からしても重要な部位において，当該CGに
記録された姿態が，一般人からみて，架空の児
童の姿態ではなく，実在の児童の姿態を忠実に
描写したものであると認識できる場合には，実
在の児童と CGで描かれた児童とが同一である
（同一性を有する）と判断でき，そのような意味
で同一と判断できる CGの画像データに係る記
録媒体については，同法 2条 3項にいう『児童
ポルノ』あるいは同法 7条 4項後段の『電磁的
記録』として処罰の対象となると解すべきであ
る」。
　「そして，このことは，当該CGが，実在の児
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童を直接見ながら描かれたのでなく，実在の児
童を写した写真を基に描かれた場合であっても，
それが同写真（写真撮影時には，架空の児童で
なく被写体の児童が存在していることが前提で
ある。）を忠実に描き，上記の意味において同写
真と同一と判断できる場合についても，同様と
解すべきである」。

　上記の通り，仮にCGの画像データであっても，
裁判所はそれを理由に児童ポルノにあたらないと
する判断は取っていない。他方で，本データが全
くの創作物ではなく，それ自体が児童ポルノにあ
たる写真を用いて作成された点が重要であるとす
る21）。基となった写真に合成や絵を描き加えた場
合に，当該画像において描写された人物が児童と
評価されるのか。東京地裁は，この場合例えば，
「児童の顔及び裸の身体の大部分が写されている写
真に，他の者の手足の写真が合成されたものにつ
いても『児童ポルノ』に該当しないことになるが，
そのようなものまで一律に実在の児童ではないと
して児童ポルノ法の規制が及ばないと解するのは
前記児童ポルノ法の目的や趣旨に照らして相当で
はないというべきである。さらに，Aという児童
の顔にBという児童の裸の身体の写真を合成した
ものであっても，Bという児童が実在する限り，
当該画像は，Bという『実在の』児童の姿態を描
写したものであって，『児童ポルノ』に該当すると
解すべきである」と判示している。仮に「絵」で
あっても，実在の被写体をそのまま描いたとなれ
ば，児童ポルノに該当する可能性を提示している
ものの，見方を変えれば，漫画のような完全な創
作物は本法の対象とはならないことを明言したと
もいえるかもしれない22）。
　この一審の判断に対し，被告人側が児童ポルノ
法における実在性要件は実在児童が被写体となっ
たものに限られる旨を根拠に控訴したところ，二
審（東京高判平成29年 1月24日刑集74巻 1号234

頁23））は，破棄自判の後（罰金30万円），大要次の

通り判示した。

　法の趣旨に照らせば，「架空の児童は含まれ
ず，実在する児童の姿態をいうと解すべきであ
る。その判断については，当該 CGに記録され
た児童の姿態が，一般人からみて，架空の児童
の姿態ではなく，実在の児童の姿態を忠実に描
写したものであると認識できる場合には，実在
の児童と CGで描かれた児童とが同一であると
判断できるから，『児童ポルノ』として処罰の対
象となる」。
　「必ずしも，被写体となった児童と全く同一の
姿態，ポーズをとらなくても，当該児童を描写
したといえる程度に，被写体とそれを基に描い
た画像等が同一であると認められる場合には，
その児童の権利侵害が生じ得るのであるから，
処罰の対象とすることは，何ら法の趣旨に反す
るものではないというべきである」。
　「手描きによる場合であっても，被写体を忠実
に描写することも可能であることからすれば，
必ずしも，描写の方法いかんによって児童ポル
ノの製造に当たるか否かを区別する合理的な理
由はないというべきである。描写の方法がいか
なるものであれ，上記のとおり，実在する児童
を描写したといえる程度に同一性の認められる
画像や絵画が製造された場合には，その児童の
権利侵害が生じ得るのであるから，そのような
行為が児童ポルノ法による処罰対象となること
は，同法の趣旨に照らしても明らかである。ち
なみに，児童ポルノに絵画が含まれ得ることは，
児童ポルノ法の立法段階においても前提とされ
ていたことである」。

　判文上，完全な創作物であれば架空の児童が描
かれているのであり，直接の被害者が存在しない
ことから，児童ポルノにはあたり得ないと判断さ
れた一方で，CGであれ手書きの描写であれ，実
在の児童を描写したものを製造等した場合には，
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児童の権利侵害が生じることから児童ポルノにあ
たり得る場合があるという。本判決では，実在の
児童を描写したものと，CGとの同一性判断が詳
細になされており，同一性があると判断されたの
も34点中 3点にとどまる。他方で，その 3点も，
行為者が一定の修正作業をへて作成されたもので
あり，実在児童を描写した画像に手を加えたこと
をもって，処罰範囲から外れるわけではないこと
から，可罰性の限界が明らかになったとはいい切
れない。
　この二審の判決に対し，被告人側が上告したと
ころ，最高裁にて以下の通りの決定が下された（最
決令和 2年 1月27日刑集74巻 1号119頁24））。

　「児童買春，児童ポルノに係る行為等の処罰及
び児童の保護等に関する法律（平成26年法律第
79号による改正前のもの。以下『児童ポルノ法』
という。） 2条 1項は，『児童』とは，18歳に満
たない者をいうとしているところ，同条 3項に
いう『児童ポルノ』とは，写真，電磁的記録に
係る記録媒体その他の物であって，同項各号の
いずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚に
より認識することができる方法により描写した
ものをいい，実在しない児童の姿態を描写した
ものは含まないものと解すべきである」。
　元となった「各写真は，実在する18歳未満の
者が衣服を全く身に着けていない状態で寝転ぶ
などしている姿態を撮影したものであり，本件
各 CGは，本件各写真に表現された児童の姿態
を描写したものであったというのである」。

　本決定でも非実在児童の姿態を描写したものは，
児童ポルノに該当しないことが明言されている。
他方で，これまでと同様に，実在の児童を描写し
たものが，「視覚により認識することができる方法
で描写され」（山口厚補足意見）ていればよく，基
となった写真に手を加えたものであったとしても，
手を加えたことをもって児童ポルノに該当しない

わけではないことを認めたものと解される。
　CG児童ポルノ事件を見る限り，児童ポルノ法
が求める児童ポルノとは，被写体は実在している
必要があるものの，修正の施されていない写真に
限定するといったことまでは要求されていないと
解される。この考えに従う場合，仮にわいせつ性
を有していないポルノ漫画であったとしても，当
該作品中に実在の児童を模した人物を描写した場
合には，児童ポルノ該当性が問題となる可能性が
生じてくる。このように，我が国の児童ポルノ法
では少なくとも被写体に実在性を要求しており，
その限界の確定に議論を有するところであるが，
他方で児童ポルノ問題は国際規模で解決すべき事
項であることから，国際条約のレベルではより広
い範囲での取り締りを要求している。
⑶ 条約―特に「児童の売買等に関する児童
の権利条約選択議定書」について

　子どもの権利条約34条が，締約国に対し，児童
を「性的な搾取，虐待」から保護することを求め
ているところ，本条文を含めた「児童の売買，児
童買春及び児童ポルノ」からの児童の保護をさら
に達成することを目的として，平成12年に「児童
の売買，児童買春及び児童ポルノに関する児童の
権利に関する条約の選択議定書」が作成された（日
本は平成17年に締約国となっている）。本議定書で
注目すべきは，2条⒞にて，児童ポルノが，「現実
の若しくは擬似の……児童のあらゆる表現」と定
められている点である25）。すなわち，現実の被写
体のみならず，空想的な（疑似の）被写体であっ
ても児童ポルノの表現とされるわけである。
　また，令和元年に国連・子どもの権利委員会で
出された「子どもの売買，児童買春および児童ポ
ルノに関する子どもの権利条約の選択議定書の実
施に関するガイドライン」には，その63．で「実
在しない子どもまたは子どものように見える者が
性的にあからさまな行為に参加している様子を描
いたオンラインおよびオフラインの表現物……が
大量に存在する」点，そして「そのような表現物
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が尊厳および保護に対する子どもたちの権利に深
刻な影響を及ぼしうる」点を懸念した上で，児童
ポルノに「実在しない子どもまたは子どものよう
に見える者の表現を含めること（特にそのような
表現が子どもを性的に搾取する過程の一環として
使用される場合）」を奨励している26）。
　現在，本ガイドラインについて日本側がどうい
った対応を取られているのかは確認できていない
が，仮に本ガイドラインに従う場合には，法解釈
を超えることになるため，立法的な解決が目指さ
れることになる。

3．風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関
する法律

　ここまでは，規制態様というよりも，漫画が規
制対象に含まれ得るかという議論が中心であった。
とはいえ，そもそも問題となる漫画がわいせつ物
あるいは児童ポルノにあたらなければ，当該漫画
は通常通り流通させることが可能なはずである。
だが，当該漫画が性的な要素を多分に示していた
場合には，一般の書店等で扱われることは，現状
では困難である。そこで，いわゆるポルノ漫画の
配架を許容している店舗に当該漫画は置かれるこ
とになるわけだが，これら店舗は，「善良な風俗の
保持，風俗犯罪の予防」を目的とした風俗営業等
の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下，
風俗営業取締法）の下で，「風俗営業」の形で営業
されることになる27）。本法は，販売規制に関する
法律であり，いくつかの類型が設けられている。
　ポルノ漫画を販売する形態として考えられるの
は，第一に風俗営業取締法 2条 6項 5号に掲げら
れる「店舗型性風俗特殊営業」である。本号は，
店舗を設けて，専ら，性的好奇心をそそる物品を
販売又は貸し付ける風俗営業形態を指し，扱われ
る物品は，風俗営業等の規制及び業務の適正化等
に関する法律施行令 4条に記載されているところ，
ポルノ漫画は，その 4号にいう「これらに類する
物品」に含まれ得ると思われる。

　また， 2条 7項 2号の「無店舗型性風俗特殊営
業」も，ポルノ漫画を販売する形態に含まれ得る。
本号の内容は，基本的に 6項 5号の内容を参照す
ることとなっており，営業形態のみが異なってい
る。すなわち，客の来店を想定しておらず，配達
行為，通信回線を利用することにより行われる営
業形態である。
　注意すべきは，例えば，仮にポルノ漫画を一冊
扱うからといって，それを理由に上記営業形態の
申請を行う必要はないということである。「店舗
型」，「無店舗型」ともに，その営業を「専ら」行
う必要があり，その程度は，「おおむね 7割ないし
8割程度以上28）」であるという。また，この処分
は，仮に「店舗型性風俗特殊営業」や「無店舗型
性風俗特殊営業」に該当しない営業形態であって
も，同様に下される恐れがあるとされている。
　現状は，風俗営業取締法の定めに従った風俗営
業にポルノ漫画が配架されることにより，当該作
品の入手が保障されているのかもしれない。ただ
し，風俗営業は，風俗営業者が法に基づく処分若
しくは許可に付された条件に違反したとき，又は
善良な風俗若しくは青少年の健全育成に障害を及
ぼす恐れがみられたときには，営業停止などの処
分が下されることがある（風俗営業取締法 1条）。
　後者の青少年保護は，上述の児童ポルノ法にお
ける保護法益と一見すると関係しているように見
受けられる。だが，風俗営業取締法における青少
年（児童）とは，被写体となった青少年を指すわ
けではない。また，本法は，風俗店を利用しよう
とする者や，自身の生活範囲に存在する者を，（わ
いせつ物や児童ポルノには該当しない）ポルノ漫
画等の物品から保護することに目的があるのであ
り，規制の対象は営業を行っている者である。
　そして風俗営業取締法と同様に，特定の生活圏
に居住する青少年をポルノ漫画から保護する規制
手段が存在する。すなわち，各地方自治体で制定
されている青少年健全育成条例である。以下では，
そこで対象となる客体物及び規制手段を確認して
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いきたい。

Ⅲ 規制手段―条例

1．青少年健全育成条例制定史
　青少年健全育成条例29）の歴史は古く，規制の対
象となるものは様々である。昭和25年に初の青少
年健全育成条例が岡山県で誕生する。そこで規制
の対象とされていたのが，「図書」であった（図書
による青少年の保護育成に関する条例）。その後，
同様の条例が全国各地に現れることとなるが，こ
れらの条例が当時対象としていたものの一つが，
漫画雑誌であった。昭和30年代に行われていた悪
書追放運動は，主に漫画表現の追放運動を指して
いたわけである30）。この運動は全国的に行われ，
出版関係者への抗議運動，行政，教育機関に対し
て規制強化を要請する形で進展していくことにな
り，昭和39年には，当時出版物の90％が集まって
おり，他の自治体よりも規制に慎重な態度を取っ
ていた東京でも，条例が制定されることになっ
た31）。
　その後も，昭和50年代には，過激な性表現が問
題とされた「少女雑誌問題」が生じていたが，ポ
ルノ漫画で特に問題となったのが，平成への移り
変わりに生じた，「ポルノコミック問題」である。
この問題を契機として，日本雑誌協会や出版倫理
協議会への働きかけを通じて「成年コミック」表
示が適用されるようになり，販売面で区分を明確
にする対応（いわゆるゾーニング）が取られるよ
うになってきた32）。
　その後も，条例内容の統一化を目指す形で，国
会において，青少年社会環境対策基本法案（自民
党立案），子ども有害情報からの子どもの保護に関
する法律案（民主党立案）等が出されるものの，
現在まで立法化には至っていない。法律レベルに
おける，青少年保護を狙いとした漫画表現規制は，
以上の通りなされていないわけであるが，平成20

年代に入ると，漫画表現規制に注目した条例案が，
首都東京で出されることとなる。

2．東京都青少年の健全な育成に関する条例制
定史

　平成22年に東京都議会に提出された「東京都青
少年の健全な育成に関する条例の一部改正する条
例案」は，漫画表現に係わる者の耳目を集めるも
のであった。何故ならば，不健全図書類の指定対
象に，明文で漫画，アニメが含まれていたからで
ある。もちろん，これまで漫画表現が規制されて
こなかったわけではなく，既に「内容的に成人指
定すべきなのにそうなっていない図書は，審議会
にかけられて『不健全図書』指定され，青少年へ
の販売が禁止33）」されていた。だが，本条例案は，
「漫画やアニメなどの登場人物のうち『18歳未満と
して表現されていると認識されるものを『非実在
青少年』と定義し，非実在青少年による性交など
をみだりに性的対象として肯定的に描写し，かつ
強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描
写したもの』を不健全図書に指定し，18歳未満の
人々への販売を規制できるようにし34）」ており，
定義の不明確さはもちろんのこと，漫画，アニメ
表現を狙い撃ちした本改正案は，多くの批判を浴
びることとなった35）。
　その後条例案は，修正の後，都議会に再提出さ
れる。特に問題とされた「非実在青少年」の語を
削除し，「漫画，アニメーションその他の画像（実
写を除く。）で，刑罰法規に触れる性交若しくは性
交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間に
おける性交若しくは性交類似行為を，不当に賛美
し又は誇張するように，描写し又は表現すること
により，青少年の性に関する健全な判断能力の形
成を妨げ，青少年の健全な成長を阻害するおそれ
があるもの」（不健全図書類等に関する東京都青少
年の健全な育成に関する条例 7条 2号）と，定義
を修正した上で，条例案は採用されることとなっ
た。その上で，都知事は， 7条 2号に該当する図
書類を指定し（ 8条 2号），図書類発行業者，図書
類販売業者は，青少年に対して 7条 2号に該当す
る図書類を頒布し，若しくは貸し付け，又は観覧
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させないよう努めることとなった（ 9条以下）。仮
に上記業者が 9条以下に該当する行為を行った場
合には，警告を受け（18条 1項各号），これに反し
た場合には25条に規定された罰則を受けることに
なる36）。
　確かに，当初出された条例案の「非実在青少年」
に比べて，都条例の新たな定義は，対象の範囲が
詳細に規定されると同時に，その範囲に一定の限
定が見受けられる。その意味で，制定者側の努力
が認められるといえよう。しかし，この定義にあ
る「刑罰法規」に，各地の条例にて規定される「淫
行規定」も含むと考えると37），青少年に見えるよ
うな描写で描かれた登場人物が淫行規定に該当す
る行為を行っていた場合にも，都条例の規定に該
当し，記載された図書が一定の販売規制の対象に
される恐れが生じかねない。

3．青少年健全育成条例の思想的背景
　東京都青少年健全育成条例における漫画表現規
制の議論は，規制対象の範囲を絞ることによって
一応の解決を経たわけであるが，そもそも，対象
の範囲を絞ることが条例自体の趣旨に合致し得る
ものであるのか，条例がそもそも保護すべきもの
と考えているのは一体何か，という検討があまり
なされていない印象を与える。
　青少年健全育成条例の目的は，一般に「心身と
もに健全な青少年を育成する38）」ことにあると思
われる。この目的は，多くの自治体でも同様のも
のと思われるが，今回の東京都の条例改正運動に
おいては，この目的に沿った動きがなされていた
のか，疑問を呈しかねない。青少年が良い環境の
中で成長し，ひいては社会の中で有益に活動でき
るようにするために，優良とされるものに触れ，
不健全とされるものからは離れて生活する環境を
提供することが肝要であるという方向性は，広く
支持を得やすいものと思われる。
　他方で，不健全の意味を知らずに成人になって
しまう者，又は内心に留める範囲で不健全とされ

るものに興味関心を有する者にとっては，成人に
なるまで閲覧等が禁じられる明確な理由を提供す
るのも簡単ではない。いずれにせよ，都条例は，わ
いせつとの評価を得ていない図書であっても，そ
れが不健全図書類に該当する場合には，青少年に
閲覧の機会を与えない措置を取っている。成人に
対しては閲覧の機会は保障されていることから，許
された規制であるとして，現在まで運用されてい
るといえるが，この不健全図書類指定が，結果と
して別の規制を生み出す恐れがあることも考慮す
る必要がある。次章では，規制派の行動に対する，
出版者，表現者側の対抗措置について見ていく。

Ⅳ その他の規制―自主規制

　「エロマンガというジャンルはポルノメディアの
宿命として，黎明期から常に性器の『修正』と対
峙し戦いを続けてきた39）」。
　ポルノ漫画は，その性格上，常に外性器の描写
表現と離れることはできず，またそのような表現
の有無が，「一般の」漫画と区別される一つの指針
となってきた。そして，読者にとっては，通常は
隠されているはずの部分を覗くことが，ポルノ漫
画を読む一つの目的であったといえる40）。他方で，
現在まで，特段の理由なく外性器をそのままの姿
で描写することは是とされておらず，そこには一
定の配慮が必要とされている。ポルノ漫画では，
外性器の修正が施されることによって，配慮がな
されているわけである。こうした配慮は，刑法175

条や青少年健全育成条例による摘発を避けるため
であったという理由も存するであろうし，何より
他の表現媒体（文書表現，実写表現等）において
もなされていたことである。
　問題は，修正を経ればポルノ漫画は上記の規制
を免れることになるのか，ということである。こ
の点について，アダルトDVDが対象となったも
のであるが，修正作業が問題となった事例が存在
する。いわゆる，ビデ倫事件である。
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1．ビデ倫事件
　事案は次の通りである。日本ビデオ倫理協会（ビ
デ倫）の審査委員であった被告人らは，アダルト
DVDの審査に際し，当該DVDにはわいせつ性は
なく市場で販売されることが許されるとして合格
させ，わいせつ図画である当該DVDの販売等を
容易にさせてこれを幇助したものとされた。当該
アダルトDVDには出演者の外性器に修正（いわ
ゆるモザイク処理）がなされていたのであるが，
その処理は薄く，性戯，性交の場面では男女の性
器の結合部分が十分認識できるものとされていた。
　一審の東京地判平成23年 9 月 6 日 LEX/DB 

25472857は，他の審査団体がモザイク処理のレベ
ルを下げていたことから，アダルトDVDの制作
メーカーから同様の基準とまではいわないまでも
審査基準を下げて欲しい旨の要望が上がっており，
ビデ倫の審査部内においてもモザイク処理のレベ
ルを下げて，その処理が極めて薄く修正が不十分
であっても，審査を通過するようになった点や，
インターネットにおける情報の普及などを考慮し
つつも，「一般人に入手可能な性表現物が徐々に変
化し，実際に一部の者において，露骨であからさ
まな性表現物を提供し，受容しているとしても，
社会一般としてその性表現が許容され，健全な社
会通念になっていると言えるかは甚だ疑問である。
そして，弁護人が指摘するその他の事情を考慮し
ても，……本件DVDのような性器等を直接描写
するに等しい露骨な性表現を許容しうる社会通念
が形成されていたとは認められない」と判示し
た41）。
　少なくとも審査団体は，平成20年代までは一定
の濃度を保ったモザイク処理を要求していたこと
になるが，これは裏を返せば，モザイク処理がな
されていたならば，どのような性戯，性交の場面
であれ，わいせつ物等の評価はなされないことも
意味していたといえるかもしれない。

2．漫画の修正処理
　漫画表現においても，時代に応じて修正の程度
が大きく変わってきたという。さらに，その処理
の方法は様々であり，作者によってはこれ自体が，
一つの表現技法として使われることもあるとい
う42）。だが，修正の基準はいつの時代でも明らか
にはなっておらず，常に変動し得るものである43）。
また，上述の「松文館事件」や，青少年健全育成
条例における不健全図書類指定を確認する限り，
仮に対象となる漫画に修正処理がなされていたと
しても，それを以て摘発又は指定の対象から外れ
るわけではないのである。

Ⅴ 若干の検討―規制の妥協点

　性表現を述べるにしても，その程度，ヴァリエ
ーションは様々である。一般に，とりわけ性的度
合いが高いものに対しては，刑法175条による規制
が，その規制枠組みには外れるもの，つまりわい
せつ物とは評価されないが，青少年に対しては見
せるべきではないと判断されるものに対しては，
青少年保護条例による閲覧制限等がなされると考
えられる。そして，それらに違反した場合の行為
者，罰則も種々様々である。その意味では，ポル
ノ漫画は，ある意味「手厚く」規制されていると
いえるのかもしれない。本章では，それぞれの規
制手段の比較を通して，改めて現代社会とポルノ
漫画との関係性を探っていきたい。

1．刑法175条と他の規制手段との関係
　性表現規制の中で最も厳しいものとされるのが，
刑法175条である。本規定には，表現媒体の制限は
なされておらず，ポルノ漫画もこれに含まれ得る
ことが，松文館事件にて明らかにされた。だが，
公刊物等で確認できる範囲ではあるものの，刑法
175条の問題となったポルノ漫画は本事案のみであ
り，以後本条で摘発，規制される事態は生じてい
ない44）。
　もちろん，刑法175条の出番が失われたわけでは



114

ないであろうが，ポルノ漫画については，それ以
外での規制をもってすれば十分であるというコン
センサスが得られているのかもしれない。加えて，
自主規制のところで論じたように，特定の事件が
発生した場合には，出版社側は，迅速に対応する
ようになっている。その結果，こうした出版社側
の努力も加味しつつ，刑法175条の適用が控えられ
ているのが，現状なのかもしれない。

2．青少年健全育成条例の存在
　現状，ポルノ漫画の主たる規制は，青少年健全
育成条例における不健全図書類指定にあるといえ
よう。つまり，作品それ自体を規制の対象とする
のではなく，作品の閲覧に制限をかけるという方
法で，一定の規制を加えるわけである。この点に
ついては，青少年に限っているとはいえ，彼らの
内心の自由，知る権利等が害されていることは間
違いない。また，作者自身が青少年に向けて描い
たにもかかわらず，閲覧できない措置を取ること
は，著者の表現の自由を侵害したものと見ること
もできる。
　他方で，成人に比べ判断能力が劣るとされてい
る青少年に対し，ポルノ漫画の閲覧を無責任に許
すことについて，社会のコンセンサスを得ている
とはいいがたい。また，児童の権利条約17条は，
児童の「知る権利」がうたわれているところであ
るが，その e号が「児童の福祉に有害な情報及び
資料から児童を保護する」ことの必要性を求めて
いる45）。不健全図書と指定されたものを青少年が
閲覧しない措置をとることが，結果として青少年
健全育成条例の有効な運用につながっているとい
えるのかもしれない46）。
　しかしながら，何故「条例」において，青少年
の知る権利を害してまで，閲覧の制限を認めるの
か。この点については，各地の条例で有害図書を
規制する根拠として，「有害表現に触発された青少
年を取り巻く社会環境が地域毎に異なるという
点47）」を挙げることができるかもしれない。すな

わち，例えば繁華街やアダルトショップが乱立す
る地域と，そのような店舗をほとんど有しない地
域とでは，青少年が有害表現に触発される状況は
異なると考えられる。だが，インターネットの存
在を想起すれば直ぐに分かる通り，現在情報の入
手手段は，各地域に所在する実店舗には限られて
いない。また，上記の根拠は，有害図書を読んだ
ことによる影響を扱っているが，そういった表現
の二次的な効果については，青少年に対する「表
現規制ではなく外出時間や施設利用の規制などで
も抑止可能であるゆえ，表現規制の不可欠さは見
いだせ48）」なくなっている。地域によって指定さ
れる図書は異なるが，そもそも現代の有害情報の
入手先は，インターネット上に移りつつある。全
国各地に同種の条例が存在する中で，改めて青少
年健全育成条例の存在意義を，例えば法律による
統一的な規制を考える必要もあるのではないか。
そして，法律による規制が不可能，あるいは厳し
いのであれば，現在の条例の存在意義にも疑問の
目を向ける必要が生じてこよう。

3．条約の影響
　児童ポルノとのかかわりに限定されるが，子ど
もの権利条約，さらには「子どもの売買，児童買
春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の
選択議定書の実施に関するガイドライン」につい
て，今後どういった対応を取るべきなのかが問題
となる。本ガイドラインが出される以前に，国会
では，非実在の児童は，子どもの売買，児童買春
及び児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択
議定書で言及されている児童ポルノには含まれて
いないと解釈し，そして国際的な人権規範，基準
である根拠が不明であるという反論を行ったとし
ている49）。
　反論の詳細は確認できないところであるが，直
接の被害者がおらず，非実在の者を描いたポルノ
漫画が何故に製造から輸入，輸出まで規制される
のかが未だ判然としていない。今後の議論の蓄積
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にもよるが，例えば上述の原田が述べた「CG・劇
画」と「マンガ」の区別が他国ではどの程度理解
されているのかという点については，さらなる検
討が必要になるであろう。

4．自主規制とその他の規制との関係
　法的規制を免れるための著者又は出版者側によ
る自主規制は，十分に尊重すべきものである。十
分な内容とはいえないにせよ，著者の表現の自由
を保護する点はもちろんであるが，それに加えて
青少年を含めた知る権利50）を保護するための，一
つの対処方法であるといえる。
　もっとも，どの程度の修正まで許容されるのか
は明らかでなく，結果として警察機関をはじめと
した摘発を受けることで初めて，修正基準の一つ
の目安が提示されることになる。だが，これは，
摘発を受けたことで明らかになるのであり，出版
者側は，「事前に」予測することはできない51）。そ
もそも修正を行うことによって，自主規制を達成
したとみることができるのか，例えば，作品に修
正をかけるのではなく，書店などの「配置，ゾー
ニング」にさらなる改善を求める等の措置を取る
ことも，自主規制の一種とみることはできないの
か，検討すべきテーマに挙げられてもよいと思わ
れる52）。

5．理想的な規制はあるのか
　以上の内容を下に，改めてポルノ漫画に向けら
れた規制について考えたい。
　今日，様々なメディアで，様々なアダルト作品
が確認できる。そのアダルト作品を大きく 2つに
区別すると，実在の被写体を投影した作品と，非
実在の被写体を投影した作品に分けられる。そし
て，本稿の検討の対象は後者に存していた。
　非実在の被写体（虚像）表現は，なにゆえに求
められるのか。種々理由は考えられるところでは
あるが，漫画は「最初から一定程度の誇張と省略
が含まれ53）」た表現であり，現実の我々にはなし

得ない事象を描き出してくれる点に一つの回答を
得ることができよう（例えば，SF作品を想起せ
よ）。実際に生じた，存在した事象ではない以上，
作品それ自体が，外部からの評価，のみならず圧
力を受ける謂れはない。また，日本では，漫画表
現の草創期から成人読者をターゲットにした劇画
誌が発達しており，児童のみならず成人にも一定
の読者が存在していた。このような事情は，ポル
ノ漫画にも当てはまり，この事実も加味した上で
「健全な性風俗」というものを解釈していくべきで
はないだろうか。
　ポルノ漫画自体は保護した上で，それを青少年
に閲覧させない手段を取る条例の存在は，一面で
は，法律でなし得ていない，より制限的でない規
制手段を採用している点で，一応の評価を与える
ことはできるかもしれない。だが，規制の対象と
なる漫画は既に流通しているものが選ばれるわけ
であるが，そのような作品に有害図書という「レ
ッテル」を貼ることにより，返品の可能性，そこ
まではいかないまでも，当該漫画に有害図書の指
定を知らせ，別途対応を取らせることは，出版社，
書店双方に過重な負担を強いることになると思わ
れる。ましてや，著者，出版社が既に自主規制を
加えた上で，そのようなレッテルが貼られること
は，彼らの努力を無下にする恐れもある。一つの
妥協点として，有害図書指定を判断する際に，著
者，出版社側に意見を述べる機会を提供すること
が考えられる54）。さらに，法律，条例に抵触しな
いポルノ漫画であったとしても，無条件に頒布な
どができるわけではないことが風俗営業取締法の
規定から明らかとなる。

Ⅵ 結 語

　このように，ポルノ漫画一つを題材にしたとし
ても，少なくとも法律，条例の規制から表現にか
かわる者たちによる自主規制に至るまで，種々の
規制の適用が想定されているのが，我が国の現状
といえよう。もちろん，現状の運用が有効に機能
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しているのであれば，これらの運用を変える必要
性は存しないと考えられる。だが，「数多くの重複
する法が広範に存在すると，実際にはどの法が執
行され，どの程度重大なものとして執行されてい
るのかを知る者がいなくなってしまう55）」可能性
もある。読み手のみならず，描き手の表現の自由
を保障する意味でも，現状の法運用を市民に分か
りやすく提示する必要がある。もし，それが不可
能なのであれば，統一的な規制手段の構築にも取
り組むべきことになろう。
　本稿は，ポルノ漫画規制の現状を紹介すること
に主眼を置いた。その規制は，内容にかかわるも
の，販売等の手段にかかわるもの等複数用意され
ている。令和に入った時点では，報道を見る限り
で法律レベルの規制は控えられている印象がある
が，これは，複数の規制の網に縛られた出版者側
の配慮，自主規制の結果といえる側面も有してい
ると考える。今後は，この網の目を張られた規制
の糸を解きほぐすことにより，「手厚い」規制のさ
らなる理解に努めていくことになる。

　謝辞 　本稿の執筆に際しては，荻野幸太郎（うぐいす
リボン理事），永山薫（漫画評論家）両氏から，数
多くの貴重なご意見を頂いた。ここに記して，謝
意を表する56）。
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乱れを防ぐため，本稿では，引用等の場合を除き，
「漫画」と表記していく。
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32） この辺りの規制の沿革については，安部哲夫『新
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より大きく異なる点には，疑問もある。この点は，
各地域の風俗事情に応じて，指定される基準，内容
は異なるものであるという反論が可能かもしれない
が，地域ごとに購入の可否が決められることは適切
とはいえず，さらに不健全図書類に指定されたこと
で，インターネット上での購入が不可能となった場
合，結局の所，一地方で指定された作品を，最終的
に全国で閲覧，購入できない事態が生じ得ることに
なる。

47） 小谷順子・前掲注29）51頁。
48） 小谷順子・前掲注29）51頁。
49） 第196回国会参議院文教科学委員会会議録15号
（平成30年 6月12日） 3頁。

50） ここでは，青少年の「自身の性的好奇心を豊かに
するために読む権利」と言い換えても良いかもしれ
ない。

51） 本稿の内容に直接かかわるものではないが，いわ
ゆる「モザイク処理」について付言しておきたい。
ビデ倫事件において裁判所も認めている通り，仮に
作品の内容自体が性風俗を害しかねないものであっ
たとしても，外性器にモザイク処理をかけていれば，
その作品は，刑法175条の対象からは外され得る。そ
のため一方で，（モザイク処理という望まれざる修正
を行うことにはなるが）自由に性表現を作成できる
環境が整っているのかもしれない。だが他方で，わ
いせつ性の判断基準をモザイク処理に求めることに
より，仮に性暴力的内容で，かつ出演者本人の十分
な承諾を得ていなかった作品であっても，「モザイク
処理」が十分になされていることを理由に，当該作
品が市場にわたることになる。ポルノ漫画をはじめ
とした，空想的表現物においては，モザイク処理の
重要性に疑義は感じるものの，実在する被写体作品
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において，モザイク処理が十分になされていること
を以て規制を受けない事実に対しては，今後も考え
ていく必要がある。

52） 松文館事件一審判決では，ゾーニング等の対応を
取ったとしても，刑法175条に該当するとの判断を下
している。

53） 有吉末充「アニメ・リテラシーの必要性」人間文
化研究30号（平成25年）30頁。誇張と省略は，読み
手の想像力をかき立てることになる。そのため，一
方では作品内容を模倣し，同種の性犯罪を行う可能
性があることも否定はできないものの，他方で作品
を読んだことで満足し，性犯罪行為に向かう意識が
減退する可能性もある。両方の効果を有する以上，
原則は法による規制は控えられるべきものと思われ，

仮に規制するにしても，さらに積極的な理由付けが，
規制派の方から求められるべきことになる。

54） ただし，審議会が開催される前に，東京都青少年
健全育成条例 7条に規定される自主規制団体から，
必要に応じて意見聴取はなされている。

55） 上田正基「過剰な犯罪化（overcriminalization）に
ついて」神奈川法学52巻 1号（平成31年）19頁。

56） 今回，頂いたご意見を全て反映させることはでき
なかった。とりわけ，Amazonをはじめとしたマー
ケットプレイスや，クレジット会社によるポルノ漫
画の販売規制や，条例で指定された図書の指定理由
等がこれにあたる。これら残された宿題についても，
検討を続けていく所存である。




